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今 月 の 表 紙

今月の表紙は，主が約束 された生 まれたばか りの正当の 世 継 ぎイ

サ クを胸 に抱 き，主 に感謝す るアブ ラハムを描 いたもめであ る。 こ

のアブ ラハムによ り多 くの人 ルがもた らされ，祝 福 が全地の民 に及

ぶ こととな ったのである。画 家 は ウィ リアム ・ウ ィタカー。
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日聖徒 イ エ ス ・キ リス ト教 会 の会 員 で あ る と い う こと

末
は ，偉 大 な特 権 で あ り， 祝 福 で あ り， また 同 時 に責 任

て もあ る。 この教 会 で は， 神 権 と神 の権 威 の 下 に， 様 々な 業

の指 示 か 出 され， ま た執 り行 な われ て い る。 この 権 能 に よ

り，また ，この権 能 の下 に， 教 会 の あ らゆ る儀 式 は執 り行 な わ

れ， そ して， 受 け入 れ られ る ので あ る。 そ して ま た， この神

権 と権 能 を保 持 す る と い うこ と は， 会 員 で あ る こ とに も増 し

て， 一 層 偉 大 な特 権 で あ り，祝 福 で あ り，そ して責 任 で あ る。

私 は こ こで， この神 聖 な権 能 につ い て書 い て み た い と思 う。

私 に寄 せ られ た 次 の よ う な質 問 に答 え る こ と が， こ の 場

合 ， 神 権 につ いて 説 明 す るた め の， 最 善 の方 法 で は な いか と

思 う。

１． 神 権 と は何 か 。

２． この教 会 が ，神 権 す な わ ち神 か ら与 え られ た権 能 を 持

つ 唯 一 の教 会 で あ る， と主 張 す る根 拠 は ど こに あ るか 。

３． この教 会 が， 教 会 の業 務 を執 り行 な うた め に は神 権 か

必要 で あ る と主 張 して い る の は なせ か 。

４． だ れ か神 権 を持 って い る のか 。

５． 神 権 を持 つ者 の責 任 は何 か 。

６． 神 権 の祝 福 と は何 か 。

私 は， この末 日に関 係 す る神 権 につ い て説 明 した い と思 っ

て い る。 だが ， ブ リガ ム ・ヤ ン グの説 明 に あ るよ うに， 神 権

は律 法 で あ り， この律 法 に よ って数 々 の 世界 が過 去 ， 現 在 ，

未 来 にわ た って 存 在 し，人 々 の 居住 か定 め られ て い る， と い

う ことを ， 私 た ち はま ず認 識 しな け れ は な らな い。 神 権 は，

数 々 の世 界 に周期 運 動 を与 え， 日を， 週 を， 月 を ， 年 を， そ

して 季節 を定 め て い るの で あ る。

ブ リガ ム ・ヤ ング は更 に次 の よ うに言 明 して い る。 「神 権

とは ，完 壁 な統 治 制 度 で あ り， 律 法 と儀 式 の 完 全 な制 度 で あ

る。 私 た ち は， この律 法 と儀 式 に よ って 備 え を な し， 次 々 に

門 を通 り， 次 々 に歩 哨 のわ きを 過 ぎ， や が て， 私 た ちの 父 で

あ る神 の 御許 に た ど り着 く ことが で き る ので あ る 。」 （ノ伽 ７

〃α１０グ １万ｓｏｏ％７ｓθ３「説 教 集 」 〔英 文 〕ＶｏＬ。 ２， Ｐ．１３ｇ）

も

神権はアダムに与え られ，代々受け継がれて，アブラハム

に伝え られた。アブラハムは偉大な大祭司であったメルケぜ

大 管長 会 メッセ ー ジ

神 権

第一 副管長

Ｎ ・エ ル ドン ・タ ナ ー

「神権の権能によ ってのみ，福音の儀式が受け入れられ，

執 り行なわれ得る。神権の権能なしにはたれも，バプテスマ

を施した り，聖霊の賜物を授けたり，聖任 したり，職務を執

り行な ったりすることはできないし，教会のいかなる管理の

職に就 くこともできない。女性の組織においても，役員や教

師の地位に就 く人々は皆，神権の権能によ って召され，任命

されるのである。」

４９
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デ クか ら神 権 を受 け たが ， 「この 神 権 は， す べ て の 世 に 神 の

教 会 に連 綿 と して在 り。 而 して 生 命 の 始 め な く齢 の終 りな ．く

あ るな り。

主 は ま た ア ロ ン と そ の子 孫 の末 に至 るま で 一 つ の 神 権 を確

認 した ま い， この神 権 もまた ， 神 の 最 も聖 き神権 に等 し きか

の神 権 と共 に連 綿 と して 代 々 い つ ま で も在 る もの な り。

而 して この大 神 権 は福 音 を 授 け， ま た 王 国 の奥 義 の鍵 ， す

な わ ち神 の知 識 の鍵 を 保 つ もの な り。

この故 に， これ を 以 て 礼 式 を 執 り行 う時 に 神 の能 力顕 る。

而 して ，この 神権 を 以 て す る礼 式 と神 権 の権 能 な く して は，

肉 身 を持 て る人 閻 に神 の 能 力 顕 る る こ とな し。」 （教 義 と聖 約

８４：１７－ ２１）

は次 に， 神 権 と末 日 にお け る神権 の 回復 に っ い て話 をで

進 め， この教 会 こそ 神 権 ， す な わ ち神 の権 能 を持 つ唯

一 の教 会 で あ る と主 張 して い る理 由 に つ い て説 明 しよ う
。

この 教 会 の 信仰 箇 条 第 ５条 に， 次 の よ うに 明確 に宣 言 され

て い る。

「わ れ らは
，福 音 を宣 べ ， 且 つ そ の儀 式 を執 り行 うた め に

は ， 啓示 と， 権威 あ る者 の按 手 に よ りて其 任 に召 され ね ば な

らぬ こ とを信 ず 。」

この宣 言 は ， パ ウ ロが ヘ ブ ル人 に送 った手 紙 に あ る宣 言 と

全 く一致 して い る。 「か つ， だ れ も この栄 誉 あ る務 を 自分 で

得 るの で は な く， ア ロ ンの場 合 の よ うに， 神 の召 しに よ って

受 け るの で あ る 。」 （ヘ ブ ル ５ ：４）

この教 会 に お い て， 顕 著 で重 要 な特 色 のひ とつ は， そ の 神

権 に あ る。 ジ ョセ ブ ・Ｆ ・ス ミス大 管 長 は， この 神 権 を 非 常

に 明確 に定 義 して い る。

「神 権 とは
， 人 に委 任 さ れ た神 の能 力 で あ って ， そ れ 以上

の もの で も， そ れ以 下 の もので もな い。 この 神 権 に よ り， 人

は， 天 父 と御 子 と聖 霊 と の御 名 に よ って ， 人 の救 い の た め に

地 上 で正 当 に働 く ことが で き る ので あ る。 これ は 神 権 を持 っ

て い る よ うに見 せ か けて い る ので も な い し， 死 ん だ過 去 の世

代 か ら借 りて い る ので も な い。 この 神 権 は， 私 た ちが住 ん で

い る この時 代 に， 天 か ら， す な わ ち直接 全能 の神 の御 前 か ら

遣 わ され た 導 き と恵 み を施 す天 使 と霊 に よ って与 え られ た神

権 な の で あ る。」 て「福 音 の 教 義 」 第 １巻 Ｐ．１７２）

ジ ョセ フ ・ス ミス とオ リバ ー ・カ ウ ドリが モル モ ン経 の 翻

訳 に 従事 して い た と き， バ プ テ ス マ の ヨハ ネが ふ た りの前 に

姿 を現 わ した。 ヨハ ネは， 自分 が ， 大 神 権 の鍵 を持 つ古 代 の

使 徒 ， ペ テ ロ， ヤ コ ブ， ヨハ ネ の指 示 の下 に働 い て い る こ と

を 告 げ， ジ ョセ フ と オ リバ ー に次 の よ う な言葉 を も って ア ロ

ン神 権 を授 け た。

「汝 ら
， わ れ と周 じ業 に働 く僕 らよ。 救 世 主の 御 名 に よ り

て，わ れ 汝 らに ア ロ ンの 神 権 を授 く。 こは天 使 の導 き と恵 み，

悔 改 め の福 音 ， 罪 を 赦 す た め に水 に沈 む るバ プ テス マ な どの

鍵 を握 る神 権 に して ， ま こと に レ ビの 子孫 が主 の御 前 に再 び

義 しき に適 いて 捧 物 を 捧 ぐる時 ま で， この 世 よ り決 して再 び

取 り去 らる る こと な し 。」 （教 義 と聖 約 １３）

ジ ョセ ブ ・ス ミスの記 録 に よれ ば， 後 に ペ テ ロ， ヤコ プ，

ヨハ ネが 現 われ て ， ジ ョセ ブ とオ リバ ーを， イ エ ス ・キ リス

トの 使徒 と して ， ま た特 別 の 証人 と して聖 任 し， キ リス トの

王 国を 導 く鍵 と， 末 日の 時満 ちた る福 音 の神 権 時 代 とをふ た

りに託 した 。 （教 義 と聖 約２７：１２， １３参 照 ）

末 日聖 徒 イエ ス ・キ リス ト教 会 の設 立 に あ た って ， 主 は次

の よ う な啓 示 を ジ ョセ ブ ・ス ミス に与 え られ た。

「見 よ
， 汝 らの 中 に誌 さ る る一 つ の記 録 あ らん。 その 記録

に於 て ， 父 な る神 の 御 こ ころ と汝 らの主 イ エ ス ・キ リス トの

恩 恵 と に よ り汝 は聖 見者 ， 翻 訳 者 ， 予 言 者 ， イ エ ス ・キ リス

トの 使徒 ，教 会 の長 老 と称 せ られ ん。

ま た 汝 は聖 霊 に感 じて教 会 の基 を築 き， それ を 最 も聖 き信

仰 に築 き建 て ん 。」 （教 義 と聖 約 ２１： １， ２）

神権 の権 能 は， 決 して勝 手 に 自分 の権 利 と して 主 張 で き る

筋 合 い の もの で は な く， 権 能 を持 つ 人 を通 じて ， 神 よ り委 譲

され な けれ ば な らな い もの で あ る。 今 日， 数 々 の教 会 で混 乱

が 見 られ る理 由 の ひ とつ は， 人 が 主 か らの 正 当 な委 任 を受 け

て い な い の に， この権 能 を持 って い る振 りを して い る， とい

う こ と にあ る。 何 人 とい え ど も， この神 権 の 権能 を勝 手 に私

す る権 利 は な い。 これ は個 人 が 勝 手 に， 自分 は 王 や議 会 の代

表 者 で あ る と主 張 した り， 大 統 領 の代理 で あ る と主 張 す る権

利 が な い の と同 じで あ る。 事 実 ， だ れ か， 正 当 な権 限 を受 け

ず に． そ の よ うな代 表 者、と して書 類 に署 名 す るよ うな こ とが

あ れば ， そ の人 は文 書 偽 造 の 罪 で 告発 され， 法 に よ って 裁 か

れ る こと に な るだ ろ う。

も し世 の 人 々 が この真 理 を理 解 し， 受 け入 れ るな らば， ジ

与１



ｒ

ヨセフ ・ス ミスに対すると同様に，主の教会を組織立てる権

能が これまで主により与え られ，委譲 されてきたことにたや

す く同意することであろう。しかし，決して忘れてはならな

いことがある。それは，神が地上の人々に真実の神権を与え

るときには，決まって偽りの神権が存在し，真実の神権の権

飽を装 っているということである。信仰と祈りと聖 きみたま

の証により，私たちは真理を識別することができる。

は， ３番目の質問に移ろう。教会の業務を 執 り行 うで

際 なぜ神権が必要か・という質問であう。それには・

神権の権能によってのみ，福音の儀式が受け入れ られ，執り

行なわれ得る， と答えておけば充分であろう。神権の権能な

しにはだれも，バプテスマを施 したり，聖霊の賜を授 けたり，

聖任 したり，業務を執 り行なったりすることはできないし，

教会のいかなる管理の職に就 くこともできない。女性の組織

において も，役員や教師の地位 に就 く人々は皆，神権の権能

によって召され，任命されるのである。

どの神権時代をとってみても，必ず，神権を持つ指導者が

いた。そして， この時満ちたる神権時代に神権は回復 され，

現在その神権は，末 日聖徒イエス ・キリス ト教会が保持 して

いるのである。 このように， この教会は福音を説 き，儀式を

執 り行なう完全な権能を受けている。神権の源が教会にある

のは，論を待たない。そして，人の持つ神権は委任された権

能であり，この権能がなければ，私たちの働きは，完全に無

に帰してしまうのである。

神権の必要な理由を更に知りたければ，信仰箇条の第 ９条

を読むとよい。

「われらは，すべて神のこれまでに啓示 したまいしこと，す

べて今啓示 したもうことを信 じ，なお今 より後，神の王国に

一？きて多くの偉大にして重要なることを啓示したもうことを

信ず。」

私たちは，神がそのみこころを僕である予言者に啓示 され

ることを知っている。また，主にとって も，・神権を持つ代理

人を置 くことが必要である。主はこの代理人を通 じて御自分

のみこころを示 され， この代理人は，主に代わって教会員に

対する主の代弁者 として仕えることができるのである。 この

ような理由で，神の目的を解釈 し，実践に移すために，神権

を持つ’ことが必要なのである。

５２
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４欝蝶 灘獺 灘 藩 畿そ童径二
れ る者 は皆 ， 神 権 を持 つ ことが で き る し，任 じ られ る職 で 働

くこ とが で き る， と答 えて お こう。 しか しな が ら，最 近教 会

内 で は次 の よ うに考 え る傾 向が 出て 来 て い る よ う に思 え る。

少年 が １２歳 に な った ら， 自動 的 に ア ロ ン神 権 が 与 え られ ， 執

事 に聖任 され る。 ま た， 年 齢 に応 じて神 権 の職 を 次 々 に昇 進

し， や が て ！８歳 にな る と 自動 的 に長 老 に聖 任 され る， と い う

よ うな 老 え 方 で あ る。

この よ うな 考 え 方 は ，教 会 の教 え に も， 神 権 の秩 序 に もそ

ぐわ な い。 どん な 男性 で あ ろ うと， 神 権 を受 け， あ る い は昇

進 す るた め には ， バ プテ ス マ の 水 に入 っだ とき に交 わ した誓

約 に従 って 生 活 して いな けれ ば な らな い し， あ らゆ る面 で ふ

さ わ し くな けれ ば な らな い 。

神 権 は， 人 が 受 け る ことの で き る最 も偉 大 な 賜 の ひ とつ で

あ り， 祝 福 の ひ とつ で あ る。 親 ， 教 師 ， 監督 ， ス テ ーキ部 長

は皆 ， 神 権 を受 け よ うとす る候 補 者 に， 神 権 が何 た るか を教

え な け れ ば な らな い。 ま た管 理 の 職 に あ る人 々 は ， 聖 任 の

前 に， そ の候 補 者 と心 行 くまで 面 接 し， 一 方 そ の 青 年 は ， 自

分 が あ らゆ る面 で ふ さわ し く， ま た神 権 が 自分 に と って どん

な意 味 を持 つ の か， 神 権 の責 任 と は何 か ， を充 分 認 識 して い

る ことを立 証 しな け れ ば な らな い。 更 に候 補 者 は， 神 権 を 持

つ 入 の 集 ま り にお い て承 認 を受 け な け れ ば な らな い。

確 か に， 神 が ， あ る人 に神 の御 名 に よ って語 り， 行 な う権

能 を授 け られ る と き には ， そ の人 が執 事 で あ ろ うと， 教 師 で

あ ろ うと， また 祭 司 や長 老 ， 七 十 人 や大 祭 司 で あ ろ う と， そ

の職 に は関 係 な く， その 人 が ふ さわ しい代 理 人 で あ る こ とを

神 は望 んで お られ る ので あ る。

１８歳 に な った青 年 に権 能 が 与 え られ る様 子 を 想像 して み る

と よい 。 そ の青 年 は， 与 え られ た権 能 に よ って ，教 え ， バ プ

テ ス マ を施 し， 更 に他 の青 年 を執 事 に， 教 師 に， 祭 司 に， ま

た 長老 に聖 任 で き るので あ り， そ の業 は， 教 会 の も っ と高 い

地 位 に い る人 々 が行 な った もの と 同 じ効 果 を持 つ の で あ る。

何 とい う偉 大 な責 任 が， 特 権 が ， そ して 栄 誉 が ， この青 年 に

与 え られ る こ とで あ ろ うか。 再 び言 うが ， この偉 大 な祝 福 を

受 け る にふ さわ し く生 活 す る こ との大 切 さ は， ま た世 に対 す

る模範 とな る ことの 大切 さは， い くら強 調 して も し過 ぎ る こ



「神 権 の祝 福 は
， 老若 男女 を 問 わず ， す べ て の 人 々に もた

らさ れ る 。 神権 を通 して， 福 音 の儀 式 を受 け ， 執 り行 な うの

で あ る 。 そ の 中 に は， バ プ テ ス マ， 確 認 ， 聖 餐 ， 永 遠 の結 び

固 め や， 死 者 の ため の業 を含 む あ らゆ る神 殿 の 儀 式 な ど が あ

る 。 ま た神 権 の権 能 によ り，信 仰 と天 父 のみ こ こ ろ に応 じて，

病 人 は いや され ， 足 なえ は歩 き出 し， 目 しい は 見 ， 耳 しい は

聞 くこ とが で き るよ うに な る の で あ る 。 神権 の祝 福 は， 悲 し

む 人 々 に慰 めを 与 え ， 打 ちひ しが れ た 人 々 に 力 を 与 え る 。」

・・孟
轡

とは な い 。

問 の ５番 と ６番 目 は， 神 権 の責 任 と祝 福 に関 す る もの

質
で あ る。 神権 を持 つ者 は， 自分 が 召 され た 場 合 い か な

る職 を も受 け， ま た管 理 役 員 の与 えた いか な る責任 に も応 ず

るはず で あ る。 そ の よ うに して こそ ， 神 権 の 召 しを 全 力 を尽

くして遂 行 し， 同胞 のた め に奉 仕 の 業 に携 わ る こ とが で き る

ので あ る。 主 の御 言 葉 を 思 い 起 こ して い た だ きた い 。

「お よそ 忠 実 に して わ が 今 語 れ る二 つ の 神権 を得
， 而 して

そ の 天 よ りの 召 を 全 力 を尽 して遂 行 す る者 た ち は ｒみ た ま』

に よ り聖 め られ て そ の 肉体 再 新 さ る。」

主 は更 に， 次 の よ うな偉 大 な約 束 を与 え られ た。

「… … この故 に
， わ が 父 の もて るす べ て は彼 に与 え らるべ

し。」 （教 義 と聖 約 ８４：３３－ ３８）

この祝 福 は皆 ， 神 権 の召 しを全 力 を尽 く して 遂 行 す るか ど う

か に か か って い る。

ま た， 私 た ち は皆 ， 教 義 と聖 約 の 神 権 に関 す る章第 ８４章 と

第 １０７章 を読 み ， 研 究 し，理 解 す べ きで あ る。

私 の父 は，神 権 を持 つ者 の数 々 の責 任 を説 明 して くれ たが ，

私 は そ の重 要 性 を 決 して 忘 れ る こ とは な い で あ ろ う。 私 た ち ヒ

家 族 は農 場 に住 み ， い つ も農 作 業 に追 わ れ て い たが ， 父 は私

に神 権 の業 務 を まず 第 一 に果 た す よ うに と強 調 した。 私 は次

の よ う な言 葉 の 信念 の も とに育 て られ た。 それ は 「まず 神 の

国 と義 とを 求 め るな らば， 自分 の た め に な る， 他 の あ らゆ る

もの は， す べ て添 え て与 え られ るで あ ろ う」 と い う もの で あ

る。私 は 自分 の経 験 と観 察 を通 して ， これ が 正 しい ことを 知

った。 更 に私 の父 は， 家 庭 に お いて も， 私 が 自分 の 神 権 の職

と召 しを果 たす ことが で き る よ う， 色 々 な機 会 を与 え て くれ

た。 そ して 病 人 を祝 福 した り， 他 に もふ さわ しい 奉仕 の業 を

行 な う ことが で きた の で あ る。

人 は， 自分 が 接 す る人 々 に どん な 影響 を与 え て い るのか ，

また ， その よ う な人 々 の 人 生 に どれ ほ どの影 響 を及 ぼ して い

る のか ， 知 るす べ は な い 。 神権 者 と して， 私 た ち は， 高 潔 の

模範 を 示 さな けれ ば な らな い 。 ま た， あ らゆ る こと に正 直 で

あ り， 不作 法 と不敬 を避 け， 私 た ち の隣 人 に， ま た会 う人 々

に， 私 た ち が清 潔 で高 貴 な生 活 を送 って い る こと を示 さ な け

れ ば な らな い。 戒 め を守 りな さ い。

私 た ち は， 家 庭 に平 安 と調 和 を もた らす よ う に努 め ， この

５３



影響力を世界のすみずみにまで及ぼさなければならない。教

会の標準を完全に維持 し，あらゆる時を捕えて，他の人々に

教会の標準を守 るよう勧あるのは，神権者の責任である。私

たちは， 自分を愛するように私たちの隣 り入を愛さなければ

ならないし，困難に遭遇 している人々には，援助の手を差 し

のべなければならない。

神権の祝福は，老若男女を問わず，すべての人４にもたら

される。神権を通して，福音の儀式を受 け，執 り行なうので

ある。その中には，バプテスマ，確認，聖餐，永遠の結び固め

や，死者のための業を含むあらゆる神殿の儀式などがある。

また神権の権能により，信仰 と天父のみこころに応 じて，病

人はいやされ，足なえは歩 き出し，目しいは見，耳しいは聞

くことができるようになるのである。神権の祝福は，悲 しむ

人々に慰めを与え，打ちひしがれた人々に力を与える。

誠に， もし私たちが，今述べたことの意味を完全に理解す

ることができるなら，恐 らくオリバー ・カウ ドリが，バプテ

スマのヨハネの出現を書き記 した際に表現 したのと同 じ気持

を感ずるであろう。 このとき，バプテスマのヨハネは， アロ

ン神権を回復 し，地上における神の王国の設立に着手 したの

である。

「突如永遠の唯中より来 るが如く，瞭い主の御声はわれ ら、

に平安を告げたまえり。帳りの二つに別るると同時に神の使

い栄光に包まれて天降 り，熱心に求めたる音ずれと悔改あの

福音の鍵 とをわれらに渡 したまいたり。何たる悦び何たる驚

異何たる驚きぞ。世の人の悩み迷いし時，幾百万の人々盲人

の如 く壁を手探 りせ る時，すべての人々あまね く大衆として

不確実なるものを頼みにしたる時，烈日の下に於ける如 くに

否それ以上，当時万象の上に光を注ぎし五月の日の輝 きにも

勝 りてわれ らの眼は見ぬ，われ らの耳は聞きぬ。その時，天

使の御声柔 くあれども心の底まで貫きぬ。その御言に曰く，

ｒわれは汝らと同 じ業に働 く僕なり』と。ζの御声にことご

とく怖れは去りぬ。われら耳傾けぬ。われら仰ぎ見ぬ。われ

ら嘆美しぬ。 こは天使の御声なりき，栄光より来る御声，い

と高き神より来る音ずれなりき。その声を聞きて，われ ら悦

びぬび同時に神の愛は，われ らの心に火を点 じ，われ ら全能

の神の示現に包まれぬ。何の疑 う余地ありや，何 所 に もな

し６・不確実は消え失せたり。疑いは沈みてもはや浮ぶことな

５４

し。同時に虚構 と詐欺はとこしえに逃げ去 りぬ。」 （「教会歴

史記録」〔英文〕第 １巻，Ｐ．４３）

Ｊ・ルーベン ・クラーク副管長は，神権について語 った際，

次のように所見を述べた。たとえどこか私たちの社会で市民

政治が突然崩壊することがあったとしても，必要な市民の同

意 さえ得 られれば， この教会の組織は社会を治めることがで

きる。教会の秩序を保つことを務めとする教師は，警察隊 と

して，働 くことができるであろう。監督には，法延を開 く権

能が与えられている。高等評議員会とステーキ部長 もまた第

一審 と控訴審の法延を開 くことができる。また，判決に異議

があれば，大管長会に上告することもできる。クラーク副管

長は更に次のように述べている。人民の統治のた め に 必 要

な，あらゆる規則や規定を設ける権限は大管長に帰属 してい

る。

明らかに神権組織は完全で非の打ち所がなく，主が降臨し

てこの地を治められるときに用いられるように備え られてい

ることは明臼である。

完全な組織 と神権の権能について述べた顕著な 例 と して

は，ハロル ド・Ｂ・リー大管長が御自分の経験 について述べた

ときのものが良い例である。リー大管長は，１９３５年に教会の福

祉計画を組織するために召され，政府からの援助を受けよう

とする風潮を変え，教会が自力で貧困な人々に援助を与える

ことができるように導いたのである。 リー大管長は，どのよ

うな組織を設立したらよいのか，主に導きを求めて熱烈に祈

ったとき，次のような明確な答えを受けた．と語っている。

「教会員の必要を満たすために，何 ら新 しい組織は必要とし

ない。ただ神権を働かせるだけでよい。他に何もこれに代わ

るものは必要 としない。」 この答えは，直ちに実行に移 され

た。．その後，福祉計画は更に進展 し，今では，神能の権能の

不朽の業績として，世界に範を垂れている。

今，私たちは，神権に対する忠誠 と献身を誓い， この地上

における主の代弁者である指導者に従 ってい く決心をしよう

ではないか。私たちがそうするならば，私たちと私たちの家

族の平安と幸福に寄与するだけではなく，同胞に対する奉仕

を通 じて主に仕え，主の家で永遠に住むために備えをするこ

とになるのである。



ホ ー ム ・テ ィ ー チ ン グ 憲 章

十 二 使 徒評 議 員 会 会 員 の ブ ル ース ・

Ｒ ・マ ッ コ ンキ ー長 老 は，最近 開 か れ た

十 二 使 徒 会 地 区 代 表 セ ミナー の席 上 ，

ホ ー ム ・テ ィー チ ング の重 要 性 を強 調

し， 「ホ ー ム ・テ ィーチ ング憲 章 」 を

紹 介 した 。

マ ッコ ン キ ー長老 は， 法 律 家 と して

の豊 富 な経 験 か ら適 確 な言 葉 で， 以 下

の ／０項 目を述 べ て い る。

１． 救 い を得 るに は， 福 音 に従 って

生 活 しな け れ ば な らな い。 ・イエ

ス ・キ リス トとそ の永 遠 の律 法

を知 らず に救 い は な い。 我 々は

信 じ従 う度 合 に応 じて 救 いを 受

け る。

２． 福 音 は， 神 か ら人 間 に啓 示 され

る もので あ って ， 神 の 御 声 ， 天

使 の導 き と恵 み を 施 す 業 を 通 じ

て ， ま た聖 霊 の賜 に よ って な さ

れ る。

３． 子 供 を教 育 す る義 務 は ， 両親 に

あ る。 福 音 を 教 え る場 は 家 庭 で

あ り， 両 親 が 子 供 に教 え る。

「き ょ う
， わ た しが あな た に

命 じる これ らの 言葉 を あ な た の

心 に留 め ， 努 め て これ を あ な た

の 子 らに教 え ， あ な た が 家 に座

して い る時 も， 道 を歩 く時 も，

寝 る時 も， 起 き る時 も， これ に

つ い て 語 らな け れ ば な らな い。

ま た あな た は これ を あ な た の手

に つ け て しる しと し， あ な た の

目の 間 に置 い て覚 え と し， ま た

あ な た の家 の入 口 の柱 と， あ な

た の 門 と に書 き しる さ な けれ ば

な らな い 。」 （申命 ６ ：６－ ９）

４． 家 庭 に完 全 な状 態 を もた ら し，

両 親 が子 供 を正 し く教 育 し得 る

よ う， 教 会 は， 教 会 員 な らび に

全 世 界 の人 々 に対 して ， 福 音 を

教 え， 救 い の メ ッセ ー ジを 伝 え

る。

鍔 ㍉

義∫Ｆ ’

購縫 ご

撃

パ ウロ は 言 った。 「そ こで 神

は， 宣 教 の愚 か さ に よ って ， 信

じる者 を 救 う こと と され た の で

あ る 。」 （１コ リン ト １ ：２１）

ジ ョセ ブ ・ス ミス も この よ う

に語 って い る。 「義 務 に関 して

あ らゆ る こ とが語 ら れ て き た

が， 最 も偉 大 に して重 要 な務 め

は， 福 音 を教 え る こ とで あ る。」

５． 神権 は， 人 類 の救 い に 関 わ るあ

らゆ る事柄 を 行 な うた め に， 地

上 の人 間 に委 譲 さ れ た神 の権 威

権 能 で あ る。 神 権 を持 つ 者 は，

神 の代 理 人 で あ り， 彼 らを通 じ

て教 会 が 運 営 され ， 福 音 の 儀 式

が 執 行 され る。

「而 して この大 神権 は福 音 を

授 け， また 王 国の 奥 義 の鍵 ， す

なわ ち神 の知 識 の鍵 を 保 つ もの

な り 。」 （教 義 と聖 約 ８４：１９）

１蒔
鍵
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、

鼠 牽 ♂
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毅
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一両親は子供たちを教えます一一

６。 神権 定 員 会 は， 以 下 の 事柄 につ

い て定 員 会 会 員 を訓 練 す べ き も

の とす る。

ａ． 家 族 の教 育 ， 家 庭 管 理

ｂ． 教 会 の運 営 お よび 福 音 の 儀式

の 執 行

ｃ． 永 遠 の 生 命 を得 る方 法

定 員 会 会 長 は， 会 員 と 「共 に

会 議 を 開 」 い て彼 らに そ の 「義

務 を 教 」 え， 天 父 の王 国 に お い

て 永 遠 の生 命 を得 る こ とが で き

るよ うに， 導 か な け れ ば な らな

い。 （教 義 と聖 約 １０７：８５）

７． 前 項 に従 って訓 練 を受 け た ア ロ

ン神 権 者 お よ び メル ケゼ デ ク神

権 者 は， 以 下 を行 な う。 す なわ

ち， 「説 き， 教 え， 釈 き， 勧 め」

る こと。 「常 に教 会 員 を守 護 し，

各 会 員 の家 庭 を訪 れ て ，彼 らが

声 を挙 げて も ひそ か にて も祈 り
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を 為 し， す べ て家 庭 の務 め に い

そ しむ よ う勧 め を な す」 こ と。

共 にい て教 会 員 を強 め る こ と。

「教 会 員 の 中 に邪 曲 な きよ う
，

互 い の 間 に頑 固 な る こ との な き

よ う， また 虚言 ，蔭 口， 悪 口 な

ど もな きよ う注 意コ す る こと。

「す べ て の 会 員 に そ の義 務 を つ

く し， … … キ リス トに来 る様 す

べ て の 人 々 を勧 誘 」 す る こ と。

事 実 上彼 らは ，与 え られ た責

任 を 果 た す た め に， 主 の 御手 の

中 に あ って働 く道具 とな らな け

れ ば な らな い６ モ ロ ナイ は古 代

の 記録 を 閉 じる にあ た り， そ の

義 務 につ い て こ う語 った 。 「キ

リス トの御 許 に来 て キ リス トに

よ って 全 くなれ 。 す べ て 神 の み

こ ころ に背 くこ とを捨 て よ。 も

し この よ う に して勢 い と心 と力

と をつ くして 神 を 愛 す る な ら

ば ， 神 が あな た た ち に与 え た も

う恵 み は充 分 で あ る。恵 み が充

分 な らば あ なた た ち は この恵 み

を受 けて キ リス トに よ り全 くな

る。 も し神 の恵 み を 受 け キ リス

トに よ り全 くな るな らば ，決 し

て 神 の能 力 と権 能 とを 否 定 す る

ことが で き な い。 も しあ なた た

ちが 神 め恵 み を 受 け キ リス トに

よ り完 全 な者 と な って ， 神 の能

力 と権 能 と を否 定 せ ぬ な らば ，

神 の恩 恵 を 蒙 り キ リス トに よ り

聖 め られ ， 御 父 の誓 約 の 中 にあ

る こと， す なわ ち キ リス トが 血

を流 した も う こと に よ り あな た

た ち は罪 の 赦 しを受 けて 汚 れ を

除 かれ 聖 くな る 。」 （モ ロ ナ ・イ１０

：３２， ３３）

ホ ー ム ・テ ィー チ ャー は，神 の 権

能 を持 った 神 の 代 表 者 で あ る。

従 って ホ ー ム ・テ ィー チ ン グ は，

教 会 を見 守 るた め に神 が 定 め ら

れ た 方 法 で あ る。 神 権定 員会 は

ホ ー ム ・テ ィー チ ン グ を通 して ，

家 族 を 完 き者 に す る よ うに会 員

を 指導 し強 め る。 ま た父 親 家

族 ， 個 人 は ，義 務 を果 た し， 戒

め を 守 り， や が て は救 い に到 達

で き る よ う に導 きを 受 け る。 ホ

ー ム ・テ ィ ーチ ング が正 し く行

なわ れ るな らば ， 王 国 の あ らゆ

る会 員 の上 に福 音 の恵 み が もた

らされ る。 これ が主 の方 法 で あ

る。

９． 神 権 コ ー リレ ー シ ョンの 目的 は

主 が 御 自 らの教 会 に委 ね られ た

御 業 を ，主 の方 法 に よ り組 織 し

遂 行 して ゆ くこ とで あ る。 あ ら

ゆ る神権 組 織 お よび補 助 組 織 ，

プ ロ グ ラ ム は， 神権 コー リレー

シ ョン の枠 内で運 営 され るべ き

で あ る。 そ こに は 管理 運 営 士 ，

３つ の原 則 が あ る。

ａ． 現 在 にお い て も永遠 に わ た っ

て も， 家 庭 とい う組 織 以上 に 大

切 な組 織 は な い。主 が 命 じ られ

た す べ ℃ の 事 柄 を行 な い， 教 会

の プ ロ グ ラ ムす べ て を 運営 す る

第 一 の責 任 は， この 家 庭 と個人

の手 に委 ね られ て い る。

ｂ． そ の よ うな観 点 か ら， 教 会 お

よび 教 会 内 の あ らゆ る組 織 は，

家 庭 と個 人 が こ の世 に あ っで は

平 和 を得 ， 次 の 世 に あ って は 永

遠 の生 命 を得 る た め に数 々の 事

柄 を行 な うが ， これ らは 家 庭 と

個 人 に と って 援 助 機 関 とな る。

ｃ． ホ ー ム ・テ ィー チ ャ ー は， 家

族 ．と個 人 が 教 会 お よび教 会 に あ

る あ らゆ る組 織 が 差 し出 す援 助

に あず か る ため の手 段 で あ る。

１０． ホ ー ム ・テ ィ ー チ ャ ーは ，主 が

そ のみ こ ころを 家族 と個 人 に 伝

え るた め定 め られ た 経路 に あ っ

て ， 欠 か せ ない 存 在 で あ る。 こ

の 系 路 が 途 中 で 切 れ て い た り，

正 しい系統 で な く補 助組 織 や特

定 の 目的 で設 け られ た委 員会 等

を 通 じて福 音 に つ け る権 能 を行

使 し伝 達 しよ う とす る と， 主 の

民 は 安 全 な組 織 が完 全 に運 営 さ

れ た と き に もた ら され る祝 福 を

受 け る こ とが で きな い。

マ ッコ ン キー長 老 は この １０項 目 に わ

た る ホ ー ム ・テ ィー チ ング の規 約 の結

び と して ， この規 約 に 従 って お らず ，

従 って ホ ー ム ・テ ィーチ ング を ふ さわ

しい 方 法 で行 な って い な い長 老 定 員 会

会 長 と， ９６名 の長 老 た ち に つ い て述 べ

た 。

彼 らは この よ うな話 し合 い を して い

た 。 「ホ ー ム ・テ ィー チ ング を しま し

た か 」 と会 長 が尋 ね た 。 す る と長 老 た

ち は， 「はい ，私 た ちは 一軒 残 らず訪

問 しま した 」 と答 え た 。 これ は双 方 共

誤 りを 犯 して い る。

マ ッ コ ンキ ー長 老 は語 って い る。

「この 事例 か ら
， 私 た ち は あ る基 本 的

な 原 則 を 心 に留 め て い な け れ ば な らな

い ことが わ か る。

ホ ー ム ・テ ィーチ ング は教 会 を見 守

るた め に神 が 定 め られ た方 法 で あ る。

従 って 次 の よ うな結 論 に達 す る。 す

なわ ち， 第 一 に考 え な け れ ば な らな い

の は人 々の こ とで あ り， プ ログ ラム で

は ない 。 また 訪 問 す る先 の 人 々 が人 生

を 完 き もの と し， 今 も永世 に もわ た っ

て 福 音 の 完 全 な祝 福 を 受 け るま で は，

そ の務 めを 『終 え た』 とは言 え な い。

神 権 指 導 者 は この 『ホ ー ム ・テ ィー

チ ング 憲 章 』 の 各 項 目を ス テ ー キ部 に

お い て よ く教 え るよ うに して欲 しい。

これ が 行 な わ れ る と， ほ か の人 々 も 自

分 た ちの 取 るべ き 道 を 知 る ことが で

き， 知 らな い た め に 同 じ過 ち を犯 す こ

とが な いで あろ う。」



あの方 は神 の人 か も

１８３６年 ４月 ， 十 二 使 徒評 議 員 会 の パ

ー レー ・Ｐ ・プ ラ ッ トは カナ ダ の トロ

ン トへ 行 く召 しを 受 けた 。彼 は そ こで

完 き福 音 を 聞 く用 意 の あ る人 々 を 見 出

す で あ ろ う と言わ れ ， 「彼 ら はあ な た

を 受 け入 れ るで あろ う。 ま た あな た は

彼 らの 中 に教 会 を 組織 し， そ れ よ り教 一

会 は周 囲 の 地 方 に広 ま り， 多 くの 者 が

真 理 を 知 り， 喜 び に満 た され るで あろ

う。 そ して この 伝 道 に よ り， 完 き福 音

はや が て 英 国 に広 ま り， この 国 に 大 い

な る業 が 成 し遂 げ られ るで あ ろ う」 と

告 げ られ た 。

彼 は カ ナ ダへ の 旅 の 途 中 で ひ と りの

人 物 に会 い ，旅 費 に と１０ドル を渡 され ，

トロ ン トの ジ ョン ・テ イ ラーへ の紹 介

状 を も らった 。 老 の 晩 テ イ ラー家 に着

い た と きの こ とを彼 は こ う説 明 して い

る。

「テイラー夫人は私を暖か く迎え，

機械工場の仕事に忙 しいテイラー氏を

呼びに行 った。私は彼 らにこの町へ来

たわけを伝えた。

翌朝，私はまず土地の牧師たちを正

式に訪問して， 自己紹介をし，用向き

を伝えた。ところが私は全 く歓迎され

ず，どの家でもどの人々にも，福音に

ついて話すのを断わ られた。私は自分

の頭に宣言された トロン ト１についての

予言を忘れたわけではないが，・先行き

に見込みがないように思えた。 しか し

私は少 しも恐れず，保安官に郡役所の

使用と，市場の集会室の使用を願い出

た。だが願いは入れられなかった。これ

以上何ができるだろうか ？ 私の努力

にもかかわ らず何の効果もなかった。

そ こで 私 は 町 は ず れ の松 林 へ 行 き， ひ

ざま ず い て 主 を 呼 び 求 め， 努 力 が 不成

功 に終 わ った こ と， 道 を 開 く力 の な い

こ とを 訴 え た 。 ま た 同 時 に， イ エ ス の

御 名 に よ って ， し もべ が この地 で の使

命 を 達 成 で き るよ う良 い道 を 開 きた ま

え と願 った 。

そ れ か ら， 私 は立 ち上 が り再 び 町 に

入 った 。 そ して何 の働 き もで き な か っ

た そ の地 か ら去 ろ う と， ジ ョン ・テ イ

ラー氏 の家 で荷 物 を と りま と め 始 め

た 。 多 少 の好 奇 心 と気 づ か い か らテ ィ

ラー氏 が ２， ３の こと を尋 ね， 数 分 間

手 間取 って い る と きに， テ イ ラ ー夫 人

の知 人 の ウ ォル トンと い う女 性 が 訪 ね

て来 て， 隣 りの部 屋 で テ イ ラー夫 人 と

話 し始 め た。 聞 く と もな く聞 いて い る

と次 の よ うな こと だ っ た。

５７



『ウォル トンさん，よくい らっしゃ

いました。きょうは，福音伝道のため

に主か らこの町に遣わされたと言 う方

が，合衆国か らい らしてるんですよ。

そのお仕事のために牧師さんたちやい

ろいろなお役人に便宜をお願いしても

かなえ られず，ここを出ようとしてい

らっしゃるんです。あの方は神の人か

も しれませ んわ。お別れするのが残念

です。』

婦人が言 った。 『まあ！今駆 りたて

られるような気持でお宅にやってきた

意味が，それでわか りますわ。洗濯で

忙 しい最中で，歩．くのもおっくうなほ

ど疲れていたのですが，出かけようと

いう強い気持が したんです。そのとき

は町の反対側の姉の所を訪ねようと思

ったのですが，お宅の前を通るとみた

まが中に入 りなさいと命 じま した。で

も私は帰 りに寄ろうと考えました。け

・れどもみたまは 「今行 け」と言 うので

す。それでお宅に寄 ったのですが，本

当に感謝 しています。その方に，私の

家においで下さいとお伝え下 さいな。

私 はやもめですが，余分の部屋 もベ ッ

ドも，食事 もたっぷりあります。お望

みでしたら私の家に下宿 して もよろし 、

いし，説教する大きい部屋がふた部屋

ありますわ。今晩息子のジョンをお迎

えに来 させます。私はお話を伺 うのに

親戚や友だちを集めます。そうお話 し

て下 さいね。だ って私，そのお方が私

たちのためになるお話を聞かせに主が ’

送 って下さった人だと，みたまによっ

て感 じるんです。』

その夜，私は彼女の家で，大勢の聞
．き手の間に心安 らいで席を取

った。人

々は客間あ大きな仕事台のまわりに腰

かけ，話に深い関心を示 した。∴・…

その関心を抱 く人たちとの話合いが

夜遅 くまで続いた後，私たちは部屋に

戻 って休んだ。翌日私は，ウォル トン
’夫人に

，同 じくやもめで大きな不幸に

見舞われている彼女の友人を訪ねて く

れるよう頼まれた。その人は全盲で目

に炎症があり，何 ヵ月も激 しい苦痛に

悩み， ４人の子供を抱えて生活は困窮

５８

していた。．夫を ２年前にコレラで亡 く

し，視力を失うまでは教師として家計

を維持 してきたが，それ以来メソジス

ト教会に頼 って生活 し，母子 とも市の

生活保護を受けていた。ウォル トン夫

人は１２歳の娘を私の道案内 に よ こ し

た。かわいそうな盲目のやもめとよる

べのない子供たちは， うす暗いアパー

トの一室にいた。目に苦痛を与えない

ように光線をさえぎっていたために部

屋がうす暗かったのである。私は彼女

に自分の使命を話 し，彼女はそれを信

じた。私はイエス ・キリス トの御名に

より彼女の頭に手を按き，彼女に向か

って言った。 ｒまさにこのときより，

汝の眼はいやされるべ し』と。彼女は

包帯をほどき，窓を開けて光を入れ，

自分で服を着，見える目で歩き，その

夜ウォル トン姉妹の家で開かれた集会

に，ほかの人々と同じようによく見え

る目で参加した。」

ウォル トン姉妹はプラット長老に，

伝道のために家を提供 しよ う と 申 し

出，下宿を勧めた。そして，ついに伝

道が開始された。プラット長老はウォ

ル トン夫人の家で集会を始め，その後

まもな く，テイラー氏と宗教関係の友

人たちで主催 している研究会に紹介さ

れた。

彼の説教を聞いて，彼 らは喜んだ。

プラット長老は，彼 らに神への信仰と

イエス ・キリストへの信仰を教え，罪

を悔い改め，罪の赦 しのためキリス ト

の埋葬にならってバプテスマを受けよ

と呼びかけ，彼 ら自身が信 じている事

柄と共に，按手礼による聖霊を約束 し

た。 しか しプラット長老がジョセブ ・
．スミスとモルモン経について話 した事

柄は非常に多 くの人を当惑 させ，その

うち幾人かはモルモン経の研究や，福

音を説き儀式を執行する神よりの権能

を持つとい うプラット長老の主張を調

べてみる’Ｆことを拒んだ。

ジョン ・テイラーの一生を特徴づけ

る高適な独立心 と霊の勇敢さが示され

たのは， この重大な場であった。彼の ・

演説｛ま次のような主旨であった。．

号．

「我 々 が この場 に あ るの は
， 明 らか

に真理 を 求 め んが た め で あ る。 これ ま

で 我 々 は他 宗 派 の信 条 お よ び教 義 を充

分研 究 し， そ の誤 りを証 明 して きた 。

な ぜ モル モ ニズ ムの研 究 を恐 れ な けれ 一

ば な らな い の か。 この プ ラ ッ ト氏 は，

我 々 の見 解 とマ致 す る多 くの教 義 を教

．え て下 さ った。 我 々 は 自分 の信 念 の た

め に 多 くの こと を犠 牲 に し， よ く忍 耐

して きた。 我 々 は， 地 上 に真 の 教 会 が

あ る な ら， 使 いを 我 々 に遣 わ した ま え

と神 に祈 って きた 。 プ ラ ッ ト氏 は特 別

な状 況 の下 で 我 々の 所 へ 来 られ た 。 そ

こで ， 彼 の ことを 斜 酌 す べ きひ とつ の

点 が あ る。 彼 は古 代 の 使徒 と同様 ，旅

の袋 も財 布 も持 た ず に来 られ た。 ま た

我 々 はひ と り と して 聖 句 や論 理 に よ り

彼 の 言 う教 義 を 論破 で きな い 。私 は彼

の言 う教 義 と主 張 す る権能 に つ い て調

べ た い 。 も し友 人 の幾 人 かが ， い っ し

ょに加 わ って くれ るな らば非 常 に うれ

しい 。 しか し， 私 は ひ と りで もや るつ

も りだ 。 も し彼 の宗 教 が 真 実 で あ る と

わ か った な らば， 結 果 が た と え ど うな

ろ う と も私 は そ れ を受 け入 れ よ う。 ま

た も し誤 りで あ った な らば， 私 は それ

を暴 露 しよ う。」

この あ と， ジ ョン ・テ イ ラ ーは モル

モ ニ ズ ム を熱 心 に研 究 し始 め た 。彼 は、

プ ラ ッ ト長 老 が 行 な った ８つ の説 教 を

書 き留 め， 聖 句 と比 較 した 。 ま た ．モル

モ ン経 と教 義 と聖 約 が 神 よ りの真 正 な

書 物 で あ るか ど うか ，証 拠 を調 べ た。

彼 は言 って い る。 「私 は ３週 間 これ を

専 らの仕 事 と し， パ ー レ ー兄 弟 の行 く

先 々 につ い て ま わ った 。」 徹 底 的 な調

査 の結 果 ， 得 られ た の は確 信 だ った。

そ して １８３６年 ５月 ９ 日， テ イ ラー夫 妻

は バ プ テス マを受 け た 。＊

レ オ ン ・Ｒ ・ハ ー トシ ョ ー ン ，

Ｅ∬６砂 ’ゴ０〃σ１ Ｓ’０π θ５ノン０〃３’勿

Ｌ勿θｓ ｏＬプ Ｏｚ〃 ノ１ρｏｓ〃θ∫ Ｐ ．１９２－ ２０１

＊注 ：ジ ョ ソ ・テ イ ラ ー は１８３８年 １２月１９日，聖

任 され 使 徒 とな り， １８８０年 １０月， 末 日聖 徒 イ

エ ス ・キ リス ト教 会 の 第 ３代 大 管 長 とな った



ヘ ブ ラ イ の

風 俗 習 慣

ブ リ ガ ム ・ヤ ン・グ 大 学

「旧約聖書 の言語 と文学」担 当

シ ドニ ー ・Ｂ・ス ペ リー 教 授

聖書は実は東洋の書物である。何十

世紀 も前に東洋の人が，主として東洋

の人々のために書いたものである。

確かに，新約聖書はヨーロッパの言

語，すなわち西洋の言語であるギ リシ

ャ語で書かれ，今日に伝わっている。

しかし，イエスも使徒も東洋の人で，

東洋の言語，アラム語を話 していた。

聖書を正 しく理解 しようと思えば，聖

書の言語について多少知 らなければな

らないし，また聖書を書いた人々の風

俗習慣 もある程度理解 していなければ

ならない。

人々が西洋か らパ レスチナにどんど

ん移 り住んでおり，パレスチナは急速

に変化 している。 しか し今でもずっと

内部では，アブラハムの時代とほとん

ど変わらない生活を目にすることがで

きる。田舎の少年や村の少女は，今で

も，ず っと昔の祖先の時代か ら伝え ら

れてきた型め衣服を着ている。農耕生

活は，ほとんど変わ っていないし，挨

拶の仕方 も聖書の時代とほとんど同 じ

である。

パシメチナの中で も昔のままの所へ

５９



「
　

「ヘブライ人の家族においては，父親が家族内のもめごとを裁き，

その言葉に異議を唱えることはできなか った。」

・

１

謝

行けば，そのほか数々の伝統や慣習を

今でも観察することができ る。例えば

手ぶりであるが，西洋人は，人を呼ぶ

とき，手のひ らを上 に向けて人差 し指

を曲げる。ところがパ レスチナの人々

は，手のひらを下に向けて， ４本の指

を自分の方へ曲げる。私たち西洋人は

否定的な見解を表わすとき，首を左右

に振 る。他方パレスチナの人々は，頭

をうしろへ振 る。また神聖な場所や家

に入るとき，私たちは敬意を表わす し

るしとして脱帽する。しかし，昔のま

まのパ レスチナの人々は靴をぬぐ。

西洋の羊飼いは；羊の群れをうしろ

か ら追って行 く。しかし東洋の羊飼い

は，羊の群れの先頭を歩いて率いて行

く。私はパレスチナにいる聞に，羊が

狭い道を一列になって飼い主のあとを

ついてゆ くのを，何度 も何度 も見かけ

た。そんなとき，次の言葉をいく度思

い出したことだろうか６ 「……彼は自

分の羊の名をよんで……羊の先頭に立

って行 く。羊はその声を知 っているの

で，彼について行 くのである。」（ヨハ

ネ１０：３， ４）

西洋ではゴ若い人が結婚するとす ぐ
．に自分の家を持乏うとする

。しかしパ

レスチナでは，新郎の家族と一緒に生

活する。アブラハムの僕が リベカを故

郷へ連れて帰 ったどき， 「イサクは，

母サラの天幕にリベ カを連れて行き，

リベ カをめとって妻 とし……」 （欽定

訳創世２４：６７）たことに注目していた

だ きたい。 このようにしてリベカは，

アブラハみ一族に属する者となった。

近代および古代のパレスチナの話 し

方 と，私たちの話 し方を比べ ると興味

６０

深い。思想においても話 し方において

も，東洋人は芸術家である。他方西洋

人は建築家、となぞらえることができよ

う。話すとき，東洋人は極めて真にせ

まった表現をする。 しか しその組部に

ついては，必ず しも正確でない。一方

西洋人は細かな点まで正確に，図面の

ように描きがちである。主がか らし種

のことを 「地上のどんな種よりも小さ

い」 と言い，からしの木 の こと を，

「どんな野菜よりも大き く」 （マルコ

４：３１，３２）なると言われたのは，東

洋人として語 られたのであった。植物
さ

に少し詳しい人なちだれでも，イエス

の話きれたからし種が，どんな種より

も小さいわけではないこと，またか ら

しの木がどんな野菜よりも大きいとも

いえないことを知っているだろ う。

イスラエル人は，アブラハムの時代

からひとつの国民としてパレスチナに

定着するまで，遊牧民 もしくは半遊牧

民 として生活 していた。そして後にパ

レスチナに定着 してからも，彼 らはそ

れまでの生活の特色を数多 く残 してい

る。

砂 漠における今日のアラブの生活か

ら，古代ヘブライの習慣を幾つも再現

することができる。私は砂漠でアラブ

の家長からもてなしを受けた ことがあ

ったが，そのとき古代の族長について

聖書に記されているある物語を思い出

した。

古代のヘブライの家族は，本来族長

制度で治められていた。’この族長制度

を表わすヘブライ語は，ベタブ （父の

家）の意である。父親は家族を管理す

る至上の権威を持 っていた。子供たち

が成長 して，息子が結婚すれば，息子 ’

もその子供も父親の監督下に入る。族

長にふたり以上の妻があるか，めかけ，

あるいはつかえめに子供がある場合，

この子供たちは全部他の子供たちと同

じ扱いを受けた。従 って， ４人の母親

から生まれたヤコブの息子たちは，皆

同じ子供の資格を持 って受け入れられ

たのであった。僕や従者は言 うに及ば

ず，血縁関係のない者 も誓いを立てれ

ば家族に加わることができた。

昔は，父親の権威には生死をも支配

する力があった。例えば，ユダは娘の

タマルがみだ らな行為をしたとき，タ

マルを死に定めたのであった。

ヘブライ人の家族は，家 で もあ っ

た。家族の起 こりは，家を建てるこ・と

であった。家という言葉は非常に幅広

く，国民全体を指 す こ と （ヤコブの

家，イスラエルの家ジや民の一部 （ユ

ダの家，ヨセフめ家）を指すこともあ

った。

ヘプライ人の家族においては，父親

が家族内のもめごとを裁 き，その言葉

に異議を唱えることはできなかった。

子供たちもその他の家族も全員従順に

従い，父親を救うように求め られた。

息子は呼ばれなければ父親の前にすわ

ることもしなかったし，許 しを得なけ

れば，意見を述べることもできなかっ

た。

父親が死ぬと，その座は長子が継い

だ。そして，年老いた者 も含めて家族

全体の父ｉ親となるのであった。その地

位に着 くにふさわしくないことを証明

されない限り，前任者である父親のす

べての権利，家族の忠誠 特権を受け
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た 。 しか し， 父 親 が 長子 以 外 の継 承 者

を指 定 した例 が幾 つ か， 聖 書 に 出 て い

る。例 え ば， ルベ ン がふ さわ し くな い

こ とが わ か った の で， ヨセ フ が ヤ コブ

の後 を継 い で全 支 族 の族 長 と な っ た し

ソ ロモ ン もダ ビデ の後 継 ぎ に指 名 され

て い る。

一 部 の専 門 家 は
， 古 代 ヘ ブ ラ イ人 の

結 婚 が ， 法 律 の 定 め る制 度 で あ つて，

宗 教 上 の制 度 で はな か った と言 って い

る。 確 か にヘ ブ ライ 人 の 中 に は そ の よ

うな 結 婚 が 行 な わ れて い た か も知 れ な

い。 しか し私 た ち末 日聖 徒 は ，偉 大 な

族 長 た ちの 間 で 宗教 が非 常 に大 き な役

割 を果 た して い た こ と も知 っ て い る。

ヘ ブ ラ・イ人 の 家族 の 中 で， 息 子 が結

婚 し よ う とす る とき， そ の妻 は両 親 が

選 ん だ 。 この風 習 は今 も聖 書 に ゆか り

の あ る地 域 に残 って い る。 ヘ ブ ライ人

の 問 で は， 子 供 た ち は普 通 非 常 に若 い

う ちに結 婚 す る。 私 の恩 師 の ひ と りで

ヘ ブ ライ の風 俗 習 慣 に詳 しい ル ー トヴ

ィ ック ・ケ ー ラー博 士 は， 普 通 のヘ ブ

ラ イ人 は １９歳 で 父親 と な り， ３８歳 で 孫

が生 ま れ， ５７歳 で曾 孫 が 生 まれ る と よ

く言 って い た。 しか し， 時 に は も っ と

年 齢 が い ってか ら結 婚 す るヘ ブ ライ人

もい た 。 イ サ ク の場 合 が ， そ うで あ っ

た 。 リベ カを妻 に した と き４０歳 で あ っ

た 。 そ れ で も， アブ ラハ ムは， 所 有 の

す べ て を管 理 させ て い た年 長 の僕 に，

霊 感 に よ って リベ カ を選 ぼせ て い る。

若 い 男性 が女 性 を選 んで 妻 に しよ う

とす る と き， そ の男 性 は， モハ ル ， す

な わ ち一 定 額 の お金 を花 嫁 の 父 親 ま

た は花 嫁 自身 に払 う しき た り が あ っ

た。 これ は離 婚 した 場 合 ， 妻 を 守 る も



アブラハムがサラの埋葬地を入手するくだりは，アラブハムが贈物を受けて

～、たのではなくて，古代における取引きの慣習の一場面だ うたのである。

のとなるのであった。結婚のときに支

払 われるこのお金は，女性が家畜の世
へ

話 をしたり，田畑で働いたりして尽 く

してきた貴重な労働の損失を償 うとい

う意味があったのかも知れない。

新約聖書の時代に，ユダヤ人は普通

三 つの段階を踏んで結婚 していた。初

めに，いいなづけの段階， これはふた

りがまだ幼い子供 の頃に行なわれた。

その組合せは，双方の両親が決めても

よかった し，専門の仲入がしてもよか

った。当事者同志が一度も会 ったこと

がないこともまれではなかった。 この

ことは今 日の若い人々にとって驚きか

も知れない。 しかし，結婚は非常に厳

粛なものであって，決 して人間の感情

に任せたり，軽率に決めるべきもので

はない，と考えられていた。第 ２に婚

約の段階に入る。 この段階で，女性が

・拒まない限りいいなづけの関係が確認

され，不動のものとなる。いったん受

け入れると，ユダヤ人はこの婚約を絶

対解消できない拘東力のあるものと見

なした。ふたりは １年間，夫であり妻

であると見なされたが，結婚そのもの

の状態に入ったわけではなかった。婚

約の関係を終わらせるには，離婚によ

る以外に道はなかった。第 ３に，婚約

の年が過ぎると，結婚の段階に入って

いくのであった。

ヘブライ人の女性の間では，結婚 し

ないことは恥であると考え られ て い

た。予言者イザヤは，未婚の女性がひ

とりの男性に 「わたしたちの恥を取 り

除いて ください」 （イザヤ４ ：１）と
ご

言う言葉を引用したとき， この感情を

心 に描いていたのだった。

新婚のヘブライ人の夫婦は，子供が

生まれることを，特に男の子が生まれ

ることを心待ちにした。詩篇の作者が

歌 った次の言葉に注 目していただきた

い。 「見よ，子供オこちは神から賜 った

嗣業であり，胎の実は報いの賜物であ

る。若い時の子供は勇士の手に、ある矢

のようだ。矢の満ちた矢筒を持つ人は

さいわいである。」（欽定訳詩篇 １２７：

３－ ５）’

不妊の女たちは，神の呪いを受けて

いると思って悲しんだ。 「ラケルは自

分がヤコブに子を産まないのを知った

時，姉 （レア）をねたんでヤコブに言

った， 「わたしに子 どもをください。

さもないと，わたしは死にます』。」．

（創世３０：１）

東洋の慣習のもうひとつの特徴は取

引きである。ある日の夜，エルサレム

で店を持っている私の親 しい友人が言

った。取引きに全 く通 じていないアメ

リカ人相手に，品物の何倍 もの値段を

ふっかけて商売して も，全然おもしろ

くない， というのである。 この友人は

もうけることを歓迎はするが，それよ

りもむしろアメリカ人 との取引きその

ものの方がおもしろいのである。

商人が請求する最初の値段が，決 し

て最後の決め値にならない ことを示す

ため，私が経験 したふたつの話をしよ

う。私はパ レスチナ特有の衣裳を買い

に，あるエルサレムの店に入っていっ

た。品物を選ぶと，アラブ人の店員が

ある値段を ドルの金額で言 った。約１０

分やりとりして，私は元の値段の３分

の １の金額を払ってその品物を手に入

れ，店を出た。

も うひ とつ の 経 験 とい うの は こ うで

あ る。 アル ジ ェ ーの 港 で 船 に乗 って い

る と， 身寄 りの な い よ うな ア ラブ人 が

サ ン グ ラス を幾 っ も肩 に か け て 甲板 を

や って きた 。 そ の 中 に ひ とつ美 しい ド

イ ツ製 の が あ った の で， 私 は あ ま り高

くな け れ ば そ れ を買 う こ とに決 め た。

そ こで 私 た ち は熱 の入 っ た取 引 き を し

た。 ３０分 して と うと う私 は美 しい レザ ．

一 の ケ ース つ きで
， この品 を 元 の半 値

以 下 で 手 に入 れ た 。 この ア ラ ブ人 も得

を した に違 いな い。、そ うで な けれ ば 私

に売 り は しな か った だ ろ う。

アブ ラハ ムが， サ ラを葬 るほ ら穴 を

エ フ ロン の畑 ご と買 う場 面 は， 実 は古

代 の取 引 き の場 面 で あ った。 西 洋 人 は

ζの こ とを知 る と， 驚 くに違 い な い。

アブ ラハ ムが ヘ テ の人 々 に， 私 は エ フ

ロン に 「じ ゅ うぶ ん な代 価 」 を 払 い ま

す と言 うと， エ フ ロ ンが 進 み 出 て 言 っ

た， 「い いえ ， わ が 主 よ， お聞 きな さ

い。 わた し は あの 畑 を あな た に さ し あ

げ ま す 。 また そ の 中 に あ るほ ら穴 も さ

し あげ ま す 。 わ た しの民 の人 々 の前 で

そ れ を さ しあ げ ま す。 あ な た の死 人 を

葬 りな さい 。」 （創 世 ２３：９－ １１）

大 概 の読 者 は， た だ で畑 とほ ら穴 を

提 供 す るエ フ ロン は非 常 に親 切 な気 前

の い い人 だ と老 え る。 しか し実 際 に は

彼 の言 葉 は， お客 に対 す る丁重 な ふ る

ま い だ っ た ので あ る。 結 局 ア ブ ラハ ム

が ， エ フ ロ ンの 呈 示 した ４００シケ ル を

支 払 った こと に， 注 目 して い た だ きた

い。 （創 世２３：１３－ １６）

この よ うに ，聖 書 を理 解 し， 味 わ う

た め には， 古 代近 東 の風 俗 習 慣 を知 る

こ とが 必要 で あ る。

６３
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